
令和元年１１月７日

タブレット端末を利用した
多言語遠隔通訳サービスを開始

令和元年１１月７日から



津市に住む外国人住民数の状況
津市に住む外国人住民数は、平成20年のリーマンショックや平成23年の
東日本大震災以後、減少が続いていたが、平成26年からは増加に転じ、
令和元年10月1日には外国人住民数は9,027人に上り、総人口に対して
3.24％となっている

・これまで居住の多かった日系南米諸国（ブラジル・ボリビア・ペルー等）の出身者
以外のアジア系の国々（フィリピン・ベトナム等）の出身者の転入が増加している
・出身国は76ヵ国に上り、外国人住民の母国語が多様化している

近年の
傾向



外国人住民に対応するための国の取り組み

生活者としての外国人を支援する施策として、
地方公共団体が情報提供及び相談を行う一元的な
窓口を設置することを支援する

● 外国人受入環境整備交付金の創設
（法務省 出入国在留管理庁）

外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

日本人と外国人が安心安全に暮らせる社会を平成３０年１２月２５日

平成３1年 ４月 「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を

実現するため、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」が
関係閣僚会議で決定される

改訂する法律」が改正され、新たな外国人材の受入れ制度がスタート、
外国人住民の増加が見込まれる

津市はこの交付金を活用

平成３０年度補正予算 １０億円
平成３１年度予算 １０億円

整備費 6,090千円
運営費 2,230千円



外国人住民への窓口サービスの課題

平成30年度市民交流課窓口相談件数
２，８８４件

現
状

市民交流課多文化共生担当においては、市職員によるポルトガル語、スペイ
ン語、英語の３言語での通訳や翻訳の対応に限られるため、それ以外の言語
を母国語とする外国人住民の場合、「やさしい日本語」や母国語ではない第
二言語の英語でコミュニケーションを取っていた

（上位内訳）

 保険・年金手続き ５５３件
 住民登録（転出入、死亡、出生等） ４５０件
 生活困窮相談 ３０２件
 税務相談 ２６３件
 納付相談 ２３１件
 母子・父子・児童虐待等相談 １８２件

外国人住民からの相談は、福祉関係、納
税関係と生活に関する相談が多数を占め
る状況となっている

交付金を活用し、タブレット
端末によるテレビ電話機能を利用
した遠隔通訳システム
（１３言語対応）を導入

母国語での通訳が可能な
津市在住の外国人住民の
割合

約３割 約９割！



タブレット端末による遠隔通訳システムを導入

モバイル端末機による遠隔通訳システム業務委託

１，１５１，７００円 ● うち1/2が交付金

◆ コールセンターの通訳員とタブレット端末のテレビ
電話機能を介し、三者間通話を行うことで、速やかな
対応が可能

通訳システム業務委託料

ポルトガル語、スペイン語、
英語以外の

市役所窓口対応

多言語対応導入前

ポルトガル語、スペイン語、英語以外の
言語については、「やさしい日本語」に
よる対応のため時間を要していたり、
相談者が用意した通訳者等により対応
しており、相談者にも負担をかけていた

多言語対応導入後

英語、中国語、韓国語、
ポルトガル語、スペイン語、

フィリピン語、ベトナム語、タイ語、
フランス語、ネパール語、
ヒンディー語、ロシア語、
インドネシア語 （１３言語）

対応可能言語

◆ 音声に加え、タブレットの画面を通して書類の確認
ができ、お互いの表情も分かることから円滑なコミュニ
ケーションが可能



今後の窓口対応

【順次実施予定】
窓口で配布用の、福祉、保健、教育等
の行政情報チラシを翻訳し、外国人住
民への適正な情報提供を実施

既存の通訳員の相談体制の強化

【１１月７日 タブレット端末導入以降】
軽微な手続き等の相談を、市職員がタブ
レット端末で対応することにより、既存の
通訳員は、時間のかかる手続きや相談に
きめ細かく対応することが可能

行政情報チラシの翻訳

● 通訳員の賃金1/2が交付金 ● 翻訳料の全額が交付金



令和元年１１月７日

「津市二十歳のつどい」に名称変更し
２０歳を対象に実施

令和４年度以降の成人式



民法改正と成年年齢について
民法の一部を改正する法律（成年年齢関係）の成立

平成３０年６月１３日、民法の成年年齢を２０歳から１８歳に引き下げること
等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立

成年年齢（１８歳）となりできるようになること

● 親の同意なしに、下記の契約が可能となる
携帯電話の契約、部屋の賃貸契約、ローン契約、
クレジットカード作成 など

● 自分の住む場所、進学や就職なども自分の意思で決定
できる

● １０年有効パスポートの取得、公認会計士や司法書士等
の職業に就く

１８歳、１９歳の若者が自らの判断で人生を選択することができる環境を整備
するとともに、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにする

意義

令和４年４月１日施行

成年年齢が
引き下げられる一方で

飲酒、喫煙などに
関する年齢制限

２０歳のまま維持



令和４年度以降に実施する成人式の課題
成年（成人）を迎える時期について

１８歳を対象とした場合、進学や就職など進路選択の時期と重なる
令和４年度は３年齢が成年を迎えるため、会場確保や運営が困難

対象者の生年月日 成年を迎える時期 成年を迎える年度 法令

～平成１４年４月１日 ２０歳の誕生日 令和３年度以前 施行前

平成１４年４月２日～
平成１６年４月１日

令和４年４月１日
令和４年度

（１８・１９・２０歳が混在） 施行後平成１６年４月２日～
平成１７年４月１日

１８歳の誕生日

平成１７年４月２日～ １８歳の誕生日 令和５年度以降

令和４年度以降の成人式のあり方を、検討する必要がある



成人式に係る各自治体の対応状況等
各自治体の対応状況

６３自治体
＜ 令和元年１１月６日現在 ＞

インターネット上で方針を公表している自治体
（津市教育委員会 調査）

成人式に関わる各種団体等からの意見

●令和４年度に１８、１９、２０歳の３年齢が対象となった場合、
人数が多く、対応が難しい

２０歳を対象とする
事業を実施

※ 若者やご家族の不安を解消するため、いち早く方針を決定

貸衣装、美容、
着付け、呉服、
写真などの
各種団体等

●１８歳を対象とする場合、進学や就職で負担が大きく、参加
できない人も多くなる

●ご家族も含め、今まで通り２０歳の方一人一人への心配りを
大切にしていきたいため、２０歳を対象にしてほしい



教育委員会としての令和４年度以降の成人式の考え方

理

由

● 令和４年度には、１８歳から２０歳を迎える方が全て成人となるが、これまで通り２０歳を対象に
「津市二十歳のつどい」に名称を変更して実施

① 成年年齢は１８歳に引き下げられるが、飲酒や喫煙などについては健康面への影響や非行
防止、青少年保護等の観点から現状維持となっており、これらの制限がなくなる節目の２０歳
が自立した青年を祝う時期として適している

● 令和５年度以降も、２０歳を対象に「津市二十歳のつどい」を実施

② ２０歳を対象に開催することで、大学進学や就職等を機に市外へ出た人が帰省し、同級生
との交流の中で絆を再確認でき、故郷津市を大切に思う心を育むよい機会となる

③ １８歳で成人式を実施することは、進学や就職など進路選択の大事な時期と重なるため
課題が多く、新成人や家族の負担から教育的配慮が必要である

④ 成人式の対象年齢について、内閣府の調査では７１．９％の若者が、日本財団の調査では
７４．０％の若者がそれぞれ２０歳が望ましいと回答している

⑤ 成人式に関わる各種団体等は、対象者が落ち着いて成人式に参加できる状況であること
が大切であり、今まで通り２０歳の方を対象とするのが望ましいとの思いを持っている

これまでの成人式を「津市二十歳のつどい」に名称変更して実施



１８歳に達した若者への対応

津市教育委員会から三重県教育委員会への依頼

● 高等学校において、現在実施されている主権者教育や消費
者教育を始めとする教育活動がより一層推進されるよう依頼

● 令和４年度以降、１８歳に達した若者が成年となり、祝福
される一方で、早い段階から大人として社会で自らの役割と
責任を果たしていくことが求められる

課 題



周知方法等について
令和元年１１月 市ホームページに「津市二十歳のつどい」について掲載

令和２年 １月 成人式にて周知

その他 広報津等を活用し随時周知を実施

日 時
令和２年１月１２日（日）
１３時３０分～１５時（開場は１２時３０分）

会 場 津市産業・スポーツセンター サオリーナ

対 象 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日に生まれた人

※ 令和元年１１月１日現在で、津市に住民登録している人に案内状を送付
（１２月上旬頃）

※ 就職・進学などにより、津市に住民登録していない人も参加可能

令和元年度の成人式
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